
　

～インフルエンザ発症時の受診方法について～

　38 度以上の発熱、咳などの症状があり、医療
機関に行く場合次のとおり行動してください。

【医療機関に行くとき】

　※但し、次の二つを必ず実行してください。

① 事前に受診する医療機関に電話で確認し、
受付の時間帯や受診方法等を確認し、医療
機関の指示に従って受診してください。

② マスクを着用して受診してください。

～休日夜間の受診先や電話相談先について～
（※インフルエンザだけでなく、全ての急病等に対応）

【休日夜間急患センター】
◆土日、祝日の夜間開設

＜診療科目＞内科・小児科
＜開設時間＞ 17 時～ 23 時
＜場　　所＞飯塚市西町７番８号

　　☎２４ ‐ ３３９９

【休日在宅医】
◆土日、祝日の昼間開設。

　当番医は、当日の新聞、医師会ホームペー
ジ、広報けいせん裏表紙「行事カレンダー」
にも掲載しています。

＜開設時間＞９時～ 17 時

【休日医療情報センター】
◆年中無休、24 時間体制で、休日・夜間に診

療可能な医療機関の情報を提供しています。

＜開設時間＞ 24 時間
　　☎０９２ ‐ ４７１ ‐ ００９９

【福岡県小児救急医療電話相談】
◆夜間、子どもの急な病気やケガの電話相談

や身近な医療機関の情報を提供しています。

＜開設時間＞ 19 時～７時（年中無休）
＜場　　所＞筑豊地域センター（飯塚病院内）
　◎専用電話番号　☎２３ ‐ ８２７０

～新型インフルエンザワクチン接種について～
（中学生に相当する年齢の方へ）

　福岡県では、中学生に相当する年齢の方への新
型インフルエンザワクチン接種を開始しています。
接種希望者については、医療機関への保護者の同
伴により、予診票への接種同意の署名が必要とな
ります。
　しかし、保護者が同伴できない場合については、
①保護者の確実な同意の確認、②十分な予診の実
施及び接種意思の確認が必要なことから、厚生労
働省の作成した同意書類と予診欄（予診票）をお
子さんが医療機関へ持参することで接種が可能と
なります。
　つきましては、上記同意書類及び予診欄（予診票）
の用紙が必要な方は、健康福祉課窓口“桂川町総
合福祉センター「ひまわりの里」内”に取りに来
られるか、または厚生労働省のホームページに掲
載してある用紙をご利用ください。

※注）ワクチンの供給状況により、接種開始時期に速やかに接種
　　　できないことがあります。

　なお、新型インフルエンザ専門の検査（ＰＣＲ
検査等）でウイルスの確認がされ、既に新型イン
フルエンザに感染したことが確実な方は、ワクチ
ン接種の必要はありません。

注意：この予防接種は任意の予防接種であり、
　　　強制するものではありません。

【問合先】 桂川町役場 健康福祉課 健康づくり係

　　　　　　　　　 ☎６５ ‐ ０００１

優先接種対象者 接種回数 接種開始時期

小学４年生～ 13 歳未満の中１ ２回 接種開始済み

13 歳以上の中学生に相当する年齢 １回 接種開始済み
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